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医療と介護の一体的な体制整備に係る調整について 

 

１ 地域医療構想と在宅医療等の新たなサービス必要量 

（１）神奈川県地域医療構想 

○ 構想区域（川崎以外は老人福祉圏域と一致。川崎は南北二圏域）ごとに平成

37年（2025年）の在宅医療等（※）の必要量を推計した。 

※ 在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有

料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができ

る場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指す。 
○ 在宅医療等の必要量は、次の５つの患者数を合計することにより推計してい

る。 

① 療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者数の70％を在宅医療等で

対応する患者数 

② 慢性期の入院受療率の地域差を解消することで、将来的に在宅医療等で対

応する患者数 

③ 一般病床の入院患者のうち、医療資源投入量が175 点未満の患者数 

④ 平成25年（2013年）に在宅患者訪問診療料を算定している患者数の性・年

齢階級別の割合を算出し、これに当該構想区域の平成37年(2025 年)におけ

る性・年齢階級別人口を乗じて総和することによって推計される患者数  

⑤ 平成25年（2013年）の介護老人保健施設の施設サービス受給者数の性・年

齢階級別の割合を算出し、これに当該構想区域の平成37年(2025年)における

性・年齢階級別人口を乗じて総和することによって推計される患者数 

○ 上記のうち、①、②、③の合計が「在宅医療等の新たなサービス必要量」（高

齢化の影響による医療・介護需要の増とは別に、国の政策誘導（病床の機能分

化・連携）により生じる追加的な在宅医療・介護施設等の需要）。 

 

２ 医療と介護の一体的な体制整備に係る調整 

○ 医療計画作成指針や介護保険事業計画基本指針において、県の「神奈川県保健

医療計画」並びに「かながわ高齢者保健福祉計画」及び市町村の介護保険事業計

画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することが求められている。 

○ 具体的には、都道府県や市町村関係者による協議の場を設置すること、県の「神

奈川県保健医療計画」（以下、「県計画」という。）において掲げる在宅医療の整

備目標と、市町村の介護保険事業計画（及び県の「かながわ高齢者保健福祉計画」）

（以下、「市町村計画」という。）において掲げる介護施設等の整備目標が整合的

なものとなるよう、当該協議の場において協議を行うこととされている。 

○ 現在、自治体関係者間で事前に整理・調整すべき事項を検討する場として、老

人福祉圏域単位（≒二次医療圏単位）で設置されている「施設整備に係る圏域調

整会議」を活用し、県と市町村で、在宅医療等の新たなサービス必要量について
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在宅医療での対応を目指す部分と介護施設等での対応を目指す部分との調整を

行っている。 

 

３ 県計画における在宅医療の整備目標と市町村計画における介護施設等の整備目

標の整合性の確保 

（１）概要 

○ 在宅医療等の新たなサービス必要量の受け皿について、在宅医療での対応を

目指す部分と介護施設等での対応を目指す部分との調整を行った上で、県計画

における在宅医療の整備目標と市町村計画における介護施設等の整備目標に

反映させる。 

 

（２）医療と介護の間で調整の対象となる患者数 

○ 在宅医療等の新たなサービス必要量のうち、①医療区分１の70％と②地域差

解消分（平成32、35年時点）（A’）から介護医療院等新類型転換見込み数（B、

C）を差引した数（すなわち、在宅医療等対応可能数（D））が調整対象となる。 

○ なお、③一般病床C3未満（E）の患者数については、基本的には、外来医療

により対応することとされた。 

 

＜在宅医療等対応可能数（D）の算出イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A：①医療区分１の70％と②地域差解消分（平成37年時点） 

A’：①医療区分１の70％と②地域差解消分（平成32、35年時点） 

※ 国から示される市町村別データは平成 37年時点の値であるため、始点を平成 30年、終了時点

を平成 37年度末と設定し、各計画終了時点（平成32、35年度末）における在宅医療等の新たな

サービス必要量を８年間で等比按分する。例．平成35年度末時点在宅医療等の新たなサービス必

要量A’＝平成37年の在宅医療等の新たなサービス必要量A×６/８ 
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B：介護療養病床のうち介護医療院等新類型に転換する見込み数（平成32年時点） 

介護療養病床の全数（平成35年時点） 

C：医療療養病床のうち介護医療院等新類型に転換する見込み数（平成32、35年時点） 

※ 新類型への転換見込み数は、県調査及び県病院協会調査により把握予定。 

D：A’（A×3/8（または6/8））-B-Cにより算出される在宅医療等対応可能数 

※ 在宅医療等対応可能数(D)は、基準病床数の計算式と整合を図る必要がある。 

E：③一般病床から退院する175点（C3）未満の患者数 

 

（３）在宅医療等対応可能数（D）の医療と介護への調整方法 

○ 平成 28年度病床機能報告制度を活用し、二次医療圏ごとの療養病床からの

退棟先を示す結果に基づき、在宅医療等対応可能数（D）を按分（※）するこ

とにより、在宅医療での対応を目指す部分と介護施設等での対応を目指す部分

への調整を行う。 

※ 在宅医療（退棟先が家庭・有料老人ホーム等）と介護施設等（退棟先が特養・老健）へ

実際に移行した患者数の比率を算出し、それぞれ按分する。 

 

（４）各計画における整備目標の検討 

○ 上記の調整結果に基づき、今後、県計画における在宅医療の整備目標と市町

村計画における介護施設等の整備目標をそれぞれ検討する。 

○ なお、市町村計画においては、既に、高齢化の影響による介護需要の増加見

込みに基づき、平成 32年度までの３年間の整備目標を算定中なので、今後、

追加的に調整結果を踏まえた３年間の整備目標の算定を行うことになる。 

○ また、県計画においては、地域医療構想で推計した在宅医療等の必要量から、

調整結果を踏まえた介護施設等での対応を目指す部分を差し引いた上で、今後、

平成35年度に向けた在宅医療の整備目標を算定する。 

 

４ 本県の実情を踏まえた対応 

 〇 県病院協会療養病床実態調査によると、医療区分１のうち、自宅退院又は施設

入所が可能な患者は、約30％との結果が出ている。 

 〇 第７次医療計画に基づく病床の整備や地域包括ケアシステムの推進にあたっ

ては、こうした実情を踏まえて進めていく。 

 〇 なお、療養病床の転換先として想定されている介護医療院は、医療区分１の患

者の受け入れ先となることが考えられる。第７次医療計画における基準病床数の

算定式では介護医療院等新類型転換見込み分は基準病床数に参入することとさ

れている。 

 

 

 

調整 

対象 
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５ 相模原地域の調整状況 

○ ９月８日 相模原圏域調整会議 
       出席者 相模原市、県高齢福祉課、県医療課 
○ 平成28年度病床機能報告における退棟先の比率 

（在宅医療）69.86％ ： （介護施設等）30.14％  

 ○ 医療と介護への按分（案）               （単位：人／日） 
 在宅医療等   

 対応可能数

(D) 
うち在宅医療 うち介護施設等 

平成32年 

(2020年)時点 
相模原市 518.51 362.25 156.26 

平成35年 

(2023年)時点 
相模原市 425.93 297.57 128.36 

 

６ スケジュール 

日程  

平成29年８月１日 県介護保険・高齢者福祉主管課長会議 

８月10日 「在宅医療等の新たなサービス必要量」について国から通知 

９月上旬 「施設整備に係る圏域調整会議」において「自治体関係者間

において事前に整理・調整すべき事項」の検討 

９月中旬 

～10月中旬 

第２回地域医療構想調整会議 

（医療と介護の体制整備に係る協議の場）で検討 

29年12月 

～30年１月 

第３回地域医療構想調整会議 

（医療と介護の体制整備に係る協議の場）で検討 

 


